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鹿児島県

（※については例規集登載事項）
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監 査 委 員 告 示

○包括外部監査人の監査の事務を補助する者の氏名及び住所並びに監査の事務を補助で

きる期間 （監査委員事務局取扱い）５

公 安 委 員 会 告 示

○遊技機の型式の検定の告示 （生活環境課取扱い）６

鹿児島県告示第665号

森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により，農林水産大臣から次のとおり保安林

として指定する予定である旨の通知があった。

平成26年６月10日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 保安林予定森林の所在場所

伊佐市大口小川内字上場514番262，514番265，514番266，514番276，514番278

２ 指定の目的

水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は，定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は，当該立木の所在する市町村に係る市町村

森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は，次のとおりとする。

 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は，省略し，その関係書類を鹿児島県環境林務部森づくり推進課及び伊佐

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

鹿児島県告示第666号
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森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により，農林水産大臣から次のとおり保安林

として指定する予定である旨の通知があった。

平成26年６月10日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 保安林予定森林の所在場所

伊佐市大口小川内字上場583番360，583番362，583番364，583番473，583番486，583番937

２ 指定の目的

水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は，定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は，当該立木の所在する市町村に係る市町村

森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は，次のとおりとする。

 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は，省略し，その関係書類を鹿児島県環境林務部森づくり推進課及び伊佐

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

鹿児島県告示第667号

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項の規定により，次の病院

を救急病院として認定した。

平成26年６月10日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 病院の名称及び所在地

病 院 の 名 称 所 在 地

喜界徳洲会病院 大島郡喜界町湾315

２ 認定の有効期限

平成29年５月20日

鹿児島県告示第668号

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項の規定により，次の診療

所を救急診療所として認定した。

平成26年６月10日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 診療所の名称及び所在地

診 療 所 の 名 称 所 在 地

国分脳神経外科 霧島市国分向花154番地１

２ 認定の有効期限

平成29年６月13日

鹿児島県告示第669号

介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項の規定により，次のとおり指定居宅介護

支援事業者として指定した。

平成26年６月10日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

事 業 所 申 請 者
指 定 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

ＪＡさつま日置 日置市伊集院町 さつま日置農業 日置市伊集院町 宇都 清照 平成26年 居 宅 介 護
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居宅介護支援事 徳重６番地２ 協同組合 下谷口1810番地 ６ 月 １ 日 支 援

業所

鹿児島県告示第670号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

54条第２項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関として指定した。

平成26年６月10日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

薬 局 指定年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

さくらつばめ薬局 鹿児島市上荒田町２－５エク 平成26年 精神通院医療

シード中洲１階 ６月１日

鹿児島県告示第671号

国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により，次のとおり国土調査（地

籍調査）の成果を認証した。

平成26年６月10日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

調査を行っ 成果の名 認証年月
調査を行った期間 調査を行った地域

た者の名称 称 日

鹿児島市 平成24年６月８日から 地籍図及 鹿児島市西伊敷一丁目及び 平成26年

平成25年９月24日まで び地籍簿 千年二丁目の各全部並びに ５月１日

西伊敷二丁目，西伊敷三丁

目，伊敷町及び千年一丁目

の各一部

指宿市 平成24年７月18日から 地籍図及 指宿市東方，十町及び十二 平成26年

平成25年９月30日まで び地籍簿 町の各一部 ５月１日

垂水市 平成24年６月29日から 地籍図及 垂水市二川の一部 平成26年

平成25年12月18日まで び地籍簿 ５月１日

奄美市 平成24年４月１日から 地籍図及 奄美市笠利町大字川上，用 平成26年

平成26年２月19日まで び地籍簿 及び節田の各一部 ５月１日

南種子町 平成24年７月17日から 地籍図及 南種子町島間及び平山の各 平成26年

平成26年２月10日まで び地籍簿 一部 ５月１日

南地域振興局告示第８号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

46条第２項の規定により，指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス

の事業の廃止の届出があった。

平成26年６月10日

南地域振興局長 西井上誠

事 業 所 指定障害福祉サービス事業者 障 害 福 祉
廃 止 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

就労・支援事業 南九州市頴娃町 社会福祉法人あ 南九州市頴娃町 山本 森満 平成26年 自 立 訓 練

所あすなろ 上 別 府 字 西 場 すなろ福祉会 上 別 府 字 西 場 ３月31日 （ 生 活 訓

6543 6543 練 ）

南地域振興局告示第９号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

46条第２項の規定により，指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス
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の事業の廃止の届出があった。

平成26年６月10日

南地域振興局長 西井上誠

事 業 所 指定障害福祉サービス事業者 障 害 福 祉
廃 止 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

あゆみ 枕崎市日之出町 社会福祉法人富 枕崎市日之出町 岩下 修一 平成26年 共 同 生 活

93番地 士福祉会 93番地 ３月31日 援 助

南地域振興局告示第10号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

46条第２項の規定により，指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス

の事業の廃止の届出があった。

平成26年６月10日

南地域振興局長 西井上誠

事 業 所 指定障害福祉サービス事業者 障 害 福 祉
廃 止 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

じゃがいも・夢 南さつま市加世 特定非営利活動 南さつま市加世 瀬戸 三保 平成26年 共 同 生 活

田高橋2066番地 法人加世田じゃ 田高橋1958番地 ３月31日 援 助

153 がいもの会 ６

南地域振興局告示第11号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

46条第２項の規定により，指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス

の事業の廃止の届出があった。

平成26年６月10日

南地域振興局長 西井上誠

事 業 所 指定障害福祉サービス事業者 障 害 福 祉
廃 止 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

グループホーム 南九州市知覧町 社会福祉法人敬 南九州市知覧町 松久保秀徳 平成26年 共 同 生 活

知覧 郡9047－１ 和会 郡9047－１ ３月31日 援 助

南地域振興局告示第12号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

46条第２項の規定により，指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス

の事業の廃止の届出があった。

平成26年６月10日

南地域振興局長 西井上誠

事 業 所 指定障害福祉サービス事業者 障 害 福 祉
廃 止 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

ふじホーム 南九州市知覧町 社会福祉法人顕 南九州市知覧町 藤井 顕治 平成26年 共 同 生 活

東別府6096 真福祉会 東別府6051 ３月 3 1日 援 助

南地域振興局告示第13号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

46条第２項の規定により，指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス

の事業の廃止の届出があった。
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平成26年６月10日

南地域振興局長 西井上誠

事 業 所 指定障害福祉サービス事業者 障 害 福 祉
廃 止 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

ケアホームあす 南九州市頴娃町 社会福祉法人あ 南九州市頴娃町 山本 森満 平成26年 共 同 生 活

なろ 上 別 府 字 西 場 すなろ福祉会 上 別 府 字 西 場 ３月31日 援 助

6543 6543

南地域振興局告示第14号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

46条第２項の規定により，指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス

の事業の廃止の届出があった。

平成26年６月10日

南地域振興局長 西井上誠

事 業 所 指定障害福祉サービス事業者 障 害 福 祉
廃 止 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

ケアホーム響 南九州市頴娃町 社会福祉法人更 南九州市頴娃町 中村 邦彦 平成26年 共 同 生 活

別府5407－１ 生会 別府4710－６ ３月31日 援 助

南地域振興局告示第15号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

46条第２項の規定により，指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス

の事業の廃止の届出があった。

平成26年６月10日

南地域振興局長 西井上誠

事 業 所 指定障害福祉サービス事業者 障 害 福 祉
廃 止 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

ケアホームアム 南九州市頴娃町 社会福祉法人更 南九州市頴娃町 中村 邦彦 平成26年 共 同 生 活

ール 別府5400－２ 生会 別府4710－６ ３月31日 援 助

南地域振興局告示第16号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により，次のとおり道路の

位置を指定した。

平成26年６月10日

南地域振興局長 西井上誠

指定年月 申請者の住所及び 関係土地の地名及び
道路の幅員 道路の延長

日 氏名 地番

平成26年 南九州市川辺町平 南九州市川辺町平山 4.00メートル 25.72メートル

５月28日 山2577番地４ 字十郎ヶ宇都2571番

六反田浩 10，2571番13及び

2571番13地先水路の

一部

監査委員告示第１号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の32第１項の規定による協議が調ったので，包

監 査 委 員 告 示
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括外部監査人の監査の事務を補助する者の氏名及び住所並びに当該監査の事務を補助する者が

包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間を次のとおり告示する。

平成26年６月10日

鹿児島県監査委員 弓指博昭

同 橋口和博

同 岩﨑昌弘

同 青木 寛

１ 包括外部監査人の監査の事務を補助する者の氏名及び住所

氏 名 住 所

田畑 恒春 鹿児島市鴨池新町26番２－504号

森 毅憲 出水市昭和町９番21号アプリガーデン203号

山之内茂嗣 鹿児島市荒田一丁目39番18号

宮川 博次 鹿児島市西紫原町23番地11パルあじさい201号

野木村祟久 志布志市有明町野井倉1544番地１サンプレイス有明Ｃ

２ 包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間

平成26年６月10日から平成27年３月31日まで

鹿児島県公安委員会告示第63号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第20条第４項

の規定により申請のあった次の遊技機は，遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和

60年国家公安委員会規則第４号）第６条の遊技機の型式に関する技術上の規格に適合している

と認めた。

平成26年６月10日

鹿児島県公安委員会委員長 野田健太郎

遊技機の種類 型式名 製造者の氏名又は名称 検定番号

ぱちんこ遊技機 ＣＲヴァン・ヘルシングⅡＦＰＱ 株式会社藤商事 4P0153

ぱちんこ遊技機 ＣＲヴァン・ヘルシングⅡＦＰＥ 株式会社藤商事 4P0199

ぱちんこ遊技機 ＣＲ奏光のストレインＢＡ 株式会社竹屋 4P0180

ぱちんこ遊技機 ＣＲ三姫繚乱 ～麗しき闘い～ 奥村遊機株式会社 4P0293

Ｌ２

ぱちんこ遊技機 ＣＲ三姫繚乱 ～麗しき闘い～ 奥村遊機株式会社 4P0324

Ｘ２

ぱちんこ遊技機 ＣＲ牙狼金色になれＺＺ 株式会社サンセイアー 4P0360

ルアンドディ

ぱちんこ遊技機 ＣＲデジハネ蒼天の拳ＳＴ サミー株式会社 4P0378

ぱちんこ遊技機 ＣＲおしおきピラミッ伝ＴＬＡ２ 株式会社高尾 4P0386

ぱちんこ遊技機 ＣＲおしおきピラミッ伝ＴＡＡ２ 株式会社高尾 4P0390

回胴式遊技機 押忍！サラリーマン番長 俺に日 株式会社大都技研 4S0235

本は狭すぎるＡ２

公 安 委 員 会 告 示


